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第１章 計画の目的等 

 

１ 背景と目的 

 

（１）国の動向 

国は、社会資本の老朽化対策による安心・安全の確保を重要な施策課題とした上で、

早急に建物系公共施設とインフラ系施設の全ての公共施設（以下「公共施設等」という。）

の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的

に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を

実現することが必要であるとして、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を

定め、平成 26 年４月には、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための「公共施設

等総合管理計画」を速やかに策定するよう、地方公共団体に対し要請しました。 

 

（２）本市の取組み 

本市では、人口の増加や行政需要の拡大などを背景に、主に昭和 40 年代から 60 年代

にかけて公共施設等の建設・整備が行われ、全体の建物の約３分の１が築 30年以上経過

しています。これらの公共施設等は、年月の経過に伴い、老朽化が進行しており、今後、

人口減少や人口構成の変化とともに財政支出の構造が大きく変化することが予測される

中で、適切な配置、改修及び更新等を行い、財政負担の平準化を図りながら、公共施設

等を最適な状態で持続可能なものとしていくことが大きな課題となっています。 

このような状況のもと、本市が保有する公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進

するため、平成 26年４月に総務省から示された「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針」（以下「総合管理計画策定指針」という。）に基づき、本計画を策定し、そ

の基本的な方針を定める必要があります。 

 

（３）計画の目的 

本計画は、「公共施設等の安心・安全を確保するとともに、公共施設等によるサービス

を最適かつ持続可能なものとすること」を目的とし、次の３つの方策の実現を目指しま

す。 

① 施設需要の変化に応じた質と量の最適化 

人口減少、人口構造の変化やライフスタイルの多様化等、市民ニーズの変化に対応した

公共施設等のあり方や機能の見直しを進め、また、公民連携や近隣自治体との広域連携
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等によるサービス提供を含め、公共施設等の最適な質と量を維持します。 

② 事後保全から予防保全へ転換 

施設に不具合が生じてからの修繕等ではなく、計画的な予防保全を講じることにより、

公共施設等の長寿命化を図るとともに、将来にわたり安心・安全に利用できる状態を維

持します。 

③ 財政負担の軽減と平準化 

市全体として総合的な対策を進めるため、公共施設等の維持及び更新に要する費用の全

体像を把握します。また、公共施設等の再編や改修・更新の効率化や時期の分散化など

により、財政負担の軽減と平準化を図ります。 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、「飛騨市第２次総合計画（後期基本計画）」の下部計画及び、「飛騨市第３次行

政改革」の重点項目として、総合計画に掲げる道路、橋梁、上・下水道施設等の長寿命化

や適正管理、建物系公共施設のマネジメントの推進などの取り組みを具体化するものです。 

また、本計画は、建物系公共施設や橋梁などのインフラ系施設に係る個別施設計画の上位

計画として位置付け、本計画の方針との整合性や計画自体の実現可能性を検証することと

します。 

なお、平成 25 年 11 月 29 日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議で

決定された「インフラ長寿命化基本計画」及び平成 26 年 4 月 22 日に総務大臣から通知の

あった「公共施設等の総合的かつ計画的な推進について」における体系上は、地方公共団

体における「行動計画」に相当し、本市の公共施設等の今後の維持管理等のあり方につい

て基本的な方針を示すものです。（図１－１） 

 

 

図１－１ 本計画の位置付け 

 

 

  

インフラ長寿命化計画

（行動計画）　【各省庁】

飛騨市総合計画

飛騨市行政改革大綱

個別施設計画 個別施設計画

（インフラ系施設）

個別施設

計画

公共施設等総合管理計画

（本計画）

（建物系公共施設）

個別施設

計画

個別施設

計画

インフラ長寿命化基本計画

（基本計画）　【国】



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第１章  

 
4 

 

３ 対象施設 

 

本計画では、市が所有するすべての施設を対象とし、建物系公共施設とインフラ系施設

の２つに分類し整理します。さらに建物系公共施設は、機能別に学校教育系施設、市民文

化系施設、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、産業・観光系施設、子

育て支援施設、保健・福祉施設、行政系施設、市営住宅、環境・衛生施設、医療系施設に

分類し、インフラ系施設は、土木系施設、公園、農林業施設、上水道施設、下水道施設に

分類し整理します。（表１－１） 

 

表１－１ 対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※旧神岡鉄道資産は今回の計画から除いています 
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４ 計画期間 

 

本計画の期間は、平成 29年度から平成 38年度までの 10年間とします。 

本市の公共施設は，今後 10年の間に大規模改が集中することが予測されるため，この時

期に具体的な取組を行うことが重要となります。長期的な視野を持ちながら、より実効性

のある方針とする必要があることや、社会情勢の等の変化により緊急に対応すべき取組が

生ずる可能性を考慮し、本計画の対象期間を 10年と定めます。 

 なお，今後の上位・関連計画や社会情勢等の変化などに対応して，柔軟に計画の見直し

を行います。 

 

図１－２ スケジュール 
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５ 計画の進行管理、マネジメント 

 

本計画及びアクションプランの策定並びに進行管理を行うため、平成 27年２月１日付け

で、各施設の所管部門を横断的に繋ぐ、飛騨市公共施設等総合管理計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置しました。 

各施設所管部局で分類毎の個別計画案を策定又は実行したものを、委員会において市の

全体計画として取りまとめ、10 年間ごとにＰＤＣＡサイクルに基づきローリングするとと

もに、歳入・歳出額の変動や扶助費等の増大、更新費用試算条件の変更などの場合に、適

宜見直しを行うなど、委員会を中心に効率的な施設マネジメント体制を構築し、市民との

合意形成を図りながら推進していきます。（図１－３） 

 

 

図１－３ 推進体制 
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第２章 現状と将来見通し 

 

１ 人口の推移と将来見通し 

 

（１）人口の推移 

国勢調査に基づく本市の人口の推移は、昭和 45年では 40,965人でしたが、平成 22年

の国勢調査では 14,233人減少し 26,732人となり、40年間で約 35％減少しています。 

平成 27年の国勢調査速報値で 24,696人と昭和 45年と比べて 40％の減少となっていま

す。 

また、国立社会保障・人口問題研究所が公表（平成 25年３月）した「日本の地域別将

来推計人口」によると、平成 52年における飛騨市の総人口は、平成 22年に比べて約 40％

減少し、15,904 人になるとの推計結果が出されています。（図２－１） 

 

 

図２－１ 飛騨市の人口推計 

 

 

資料：総務省『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成 25 年３月推計)』 
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（２）年代別人口の将来見通し 

年齢構成別の構成割合をみると、昭和 45年の国勢調査以降、総人口に対する年少人口

及び生産年齢人口の割合が減少し、高齢者の割合が増加していくという顕著な結果及び

推計が示されており、平成 52 年時点では、総人口に対する年少人口の割合は１割を切り、

人口ピラミッドの形状は、「つぼ型」から「逆ピラミッド」へと変わり、「超少子高齢化

社会」が到来すると予測されます。（表２－１、図２－２） 

 
 

表２－１ 人口推計 

 

 

 
図２－２ 男女別・年齢３区分別人口割合の推計 

 

 
資料：総務省『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成 25 年３月推計)』 

 

平成22 平成27 平成32 平成37 平成42 平成47 平成52 平成37 平成52

(2010) (2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040) (2025) (2040)

全 国 (千人) 128,057 126,597 124,100 120,659 116,618 112,124 107,276 94.2% 83.8%

岐阜県 (千人) 2,081 2,035 1,978 1,908 1,830 1,746 1,660 91.7% 79.8%

飛騨市 (人) 26,732 24,781 22,939 21,055 19,231 17,509 15,904 78.8% 59.5%

老年人口 (人) 8,914 9,326 9,178 8,667 8,175 7,628 7,231

（65歳以上） 構成比 33.3% 37.7% 40.0% 41.2% 42.6% 43.6% 45.5%

生産年齢人口 (人) 14,475 12,643 11,444 10,389 9,316 8,308 7,212

（15～64歳） 構成比 54.1% 51.0% 49.9% 49.3% 48.4% 47.4% 45.3%

年少人口 (人) 3,343 2,812 2,317 1,999 1,740 1,573 1,461

（0～14歳） 構成比 12.6% 11.3% 10.1% 9.5% 9.0% 9.0% 9.2%

指数(22年比)

97.2%

71.8%

59.8%

81.1%

49.8%

43.7%

総人口



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第２章  

 
9 

 

２ 財政の状況 

 

（１）歳入の状況と見通し 

飛騨市合併後の平成 16 年度から平成 27 年度までの歳入（普通会計ベース）に占める市

税の割合は、平均で約 18％となっています。（図２－３） 

一般財源の今後の見通しとして市税は、地価の下落などの社会条件の変化に加え、生産

年齢人口との関係性が大きく認められるため、全体的に減少傾向が続くものと予測されま

す。地方交付税は、人口に連動して減少していくものの、国が推進する「まち・ひと・し

ごと創生」に必要な財源として今後も一定の額の確保が見込まれます。 

 

図２－３ 歳入状況（普通会計ベース） 
 

 
 
【歳入に関わる語句の説明】 
○普通会計 

地方公共団体ごとに各会計が異なっているため、財政状況の統一的な把握及び比較するための統計上
用いられる会計区分で一般会計と３つの特別会計の純計をいう。飛騨市では他に 8 つの特別会計と２つ
の企業会計がある。 

○地方交付税 
地方公共団体の自主性を損なわず、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障す

るために国税の一定割合の額を国が地方公共団体に交付する税のこと。普通交付税と災害等特別の事情
に応じて交付される特別交付税がある。 

○国庫支出金 
国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特

定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。 
○県支出金 

県から市町村に対する支出金。 
○市債 

地方公共団体の長期借入金（年度を超えて元利を償還する借入金）のことをいう。  

（単位：億円） 

資料：地方財政状況調査 
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（２）歳出の状況と見通し 

飛騨市合併後の平成 16 年度から平成 27 年度までの歳出（普通会計ベース）に占める義

務的経費の割合は、平均で約 36％となっています。（図２－４） 

今後の見通しとして人件費は、定員適正化計画に基づき職員数が減少するものの、平均

年齢の上昇等により増加傾向になると見込まれます。扶助費は、障がい者福祉分野で増加

傾向が認められますが、全体としては人口に連動し減少していくと見込まれます。公債費

は、今後５年程度に渡り返済ピークが続きますが、その後は減少に転じていくものと見込

まれます。一般行政経費のうち物件費は、公共施設の光熱水費等の維持管理経費の高止ま

りが懸念され、繰出金は後期高齢者の増加や下水道使用料の伸び悩み等による特別会計へ

の補てん費用が増加していくものと見込まれます。投資的経費は、社会資本の整備等に要

する経費であり、普通建設事業費と災害復旧事業費に大別され、本計画に基づき普通建設

事業費をいかに抑制できるかが課題となります。 

 

 

 

図２－４ 歳出状況（普通会計ベース） 
 

 
 

  

（単位：億円） 

資料：地方財政状況調査 
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【歳出に関わる語句の説明】 
○投資的経費 

建物、道路、橋梁、公園、学校、公営住宅等の建設等社会資本の整備や災害復旧等に要する経費。 
○義務的経費 

非弾力的性格の強い経費で、一般には、人件費、扶助費、公債費を指す。 
○人件費 

議員報酬、職員給与、その他報酬。 
○扶助費 

社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障がい者等に対する支援に要する経費。児童手当・医療
費助成、生活保護費等。 

○公債費 
地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。 

○物件費 
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的（支出の効果が単年度

または極めて短期的なもの）な費用の総称。 
○補助費等 
  他の地方公共団体（県、市町村、一部事務組合など）や民間に対して、行政上の目的により交付され

る経費。 
○繰出金 
  一般会計と特別会計、または特別会計間で支出される経費。 
○その他 

上記に該当しないもの。 
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（３）義務的経費と投資的経費 

 飛騨市合併後の平成 16年度から平成 27年度までの義務的経費と投資的経費（災害復旧

事業費を除く）の状況を見ると、義務的経費は、定員適正化計画に基づく職員数の減少に

より人件費は多少減少したものの、生活保護に要する経費等、弱者に対する支援的経費で

ある扶助費が年々増加しており、トータルとしては増加傾向にあります。 

また、投資的経費は、合併特例期間における財政支援を受け、速やかな一体化のための

公共施設等の整備を集中的に実施してきたことにより、普通会計ベースで 12年間平均して

年約 44.9憶円が投資され、平均歳出総額約 189.7億円の約 23.7％を占めています。 

投資的経費が突出している平成 17年度、平成 22年度及び平成 24年度の主な要因として

は、平成 17 年度は、文化交流センター建設事業、神岡消防署庁舎建設事業、新世代地域ケ

ーブルテレビ施設整備事業、平成 22年度は、学校建設・耐震化対策などの大型教育事業が

ピークを迎え、また、国の平成 21年度緊急経済対策補正による繰越事業として、「きめ細

かな臨時交付金事業」で飛騨市ケーブルテレビ施設整備をはじめ、庁舎改修、市道整備、

消防・観光施設整備などを展開し、平成 24年度では、さくら保育園整備事業、飛騨市クリ

ーンセンター整備事業、神岡町ふれあいセンター整備事業など大型の施設整備事業がおこ

なわれてきました。（図２－５） 

 

図２－５ 義務的経費・投資的経費の状況（普通会計ベース） 
 

 

 

 

（単位：億円） 

資料：地方財政状況調査 
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（４）投資的経費の内訳 

平成 16 年度から平成 27年度までの 12年間の投資的経費（普通建設事業費と上下水道

関係事業費分における建設改良費を加えたもの）の年平均額は約 53.7億円で、大まかで

はありますが、総務費、民生費、衛生費、教育費及びその他を建物系公共施設への投資

的経費とし、農林水産業費、土木費及び上下水道をインフラ系施設への投資的経費とし

て大別した場合、建物系公共施設が約 20.4億円（約 38％）、インフラ系施設が約 33.4億

円（約 62％）となっています。（図２－６） 

 

図２－６ 投資的経費の内訳 
 
 

 

（単位：億円） 

資料：地方財政状況調査 

建
物
系
公
共
施
設 

イ
ン
フ
ラ
系
施
設 

62％ 

38％ 

※ 土木費等の中にも事業により建物系公共施設を含むものがあります。 
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３ 建物系公共施設の現状 

 

（１）保有状況 

  本市が保有する建物系公共施設には、市民の皆様に広く利用されている公民館や体育館、

図書館、市庁舎などの施設があり、また、飛騨市図書館等複合施設のように一つの建物

内に異なるサービス・機能を提供する複数の施設を併設した複合施設もあります。 

平成 27 年度現在、飛騨市公共施設等総合管理計画の対象施設数は 346 施設、建物棟数

は 787棟、延床面積は 259,412 ㎡となっています。 

また、施設分類別の延床面積の内訳を見ると、学校教育系施設が約 50,414 ㎡で 19.4％

を占めていて、構成比が最大となっています。（表２－２、図２－７） 

 

表２－２ 施設分類別保有量 

 
  

大分類 施設数
建物数
（棟）

延床面積
（㎡）

構成比
（%）

① 学校教育系施設 22 78 50,414 19.4

② 市民文化系施設 27 44 27,073 10.4

③ 社会教育系施設 10 25 9,314 3.6

④ スポーツ・レクリエーション系施設 46 178 39,199 15.1

⑤ 産業・観光系施設 46 120 29,428 11.3

⑥ 子育て支援施設 11 14 9,028 3.5

⑦ 保健・福祉施設 14 26 12,570 4.9

⑧ 行政系施設 121 158 33,092 12.8

⑨ 市営住宅 25 93 25,209 9.7

⑩ 環境・衛生施設 11 26 11,564 4.5

⑪ 医療系施設 13 25 12,521 4.8

346 787 259,412 100.0計

※保有量は、平成27年度末（平成28年3月31日）時点
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図２－７ 施設分類別保有割合 
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（２）過去の整備状況 

建物系公共施設の延床面積を築年別整備状況でみると、昭和 50 年代以前に建築された

建物が多くを占めています。近年においては、学校教育系施設や避難所施設の耐震化を

進めています。その後は、年度ごとの変動はあるものの減少傾向にあります。 

一般的に大規模改修や設備更新などが必要とされる建築後 30年（昭和 61年以前に建築）

を経過した施設を築年数別延床面積割合でみると、建物棟数 299 棟、延床面積約 9.8 万

㎡となっており、棟数では全体の 38.0％、延床面積では 37.6％を占めており、多くの建

物が設備の更新等が必要な状況となっています。 

なお、10 年後には建築後 30 年を経過した施設は建物棟数 481 棟（全体 61.1％）、延床

面積は約 14.9万㎡（全体の 57.2％）、20 年後には建物棟数 695棟（全体の 88.3％）、延

床面積は 21.0万㎡（全体の 80.6％）となります。（図２－８、図２－９、図２－１０） 

 

図２－８ 築年数別延床面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－９ 建築から 30年以上経過した施設の割合（延床面積） 
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図２－１０ 築年別整備状況 

 

 
 
 
 
 

 （
㎡
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（
棟
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（３）施設類型ごとの主な施設の現状、維持管理費及び利用状況等 

  ここでは、主な建物系公共施設の現状と経常的な年間維持管理費を分類ごとに平成 25

年度から平成 27 年度の３年間の平均（施設によっては２年間又は１年間）で算出してい

ます。（表２－３） 

また、施設の年間利用状況等については、合併後の統計開始年度から平成 27年度まで

の実績と今後の予測がなされているものについては、その推計を表しています。 

 

 

表２－３ 年間維持管理費の内容 
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 ① 学校教育系施設 

 現在小中学校は、小学校が６校、中学校が３校あります。 

学校教育系施設は、延床面積の占める割合が建物系公共施設の中で最も多く、市全体

の施設に係るライフサイクルコストに大きな影響を与える施設の一つになっています。 

小中学校については、児童生徒一人当たり対する校舎の床面積や施設の維持管理費が

学校によってばらつきが見られ、延床面積については、平成27年度時点で文部科学省令

に規定する必要最低床面積を大きく上回っています。 

 今後、児童生徒数は大きな転入転出がない限り、平成28年度から平成33年度にかけて

約14％減少し1,580人となることが予想されます。こうした中で施設の維持管理費につい

ては、児童生徒数に比例し減少することはなく、逆に施設の老朽化により修繕費の増加

が予測され、効率的な学校運営に影響を及ぼすことになります。 

 ３箇所の給食センターのうち、古川国府給食センターについては、高山市国府町地内

にあり高山市との一部事務組合になっています。また、河合給食センターは河合小学校

内にあります。 

給食センターについても、児童生徒数の減少に比例し、配食数が減少してきています。 

  施設の維持管理費は、利用者の給食費で賄っていないことから、市の財政負担を抑え

るためにもこれまで以上に適正な施設管理が求められます。 

（表２－４、表２－５、図２－１１、図２－１２） 

 

 

表２－４ 年間維持管理費（学校教育系施設） 
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図２－１１ 各小中学校の生徒児童数の推移と今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

表２－５ 各校舎の延床面積及び施設維持管理費と児童生徒数との状況  

 
 ②：廊下を含む校舎棟全て（体育館含まず） 

 ③：文部科学省令の規定による計算結果 

 ④：直近３年間の平均 

 

① ② ②/① ③ ②/③ ④ ④/①

古川小学校 H23 461 5,647 12 2,643 214% 7,923 17
古川西小学校 S44・S56 300 3,908 13 1,800 217% 6,578 22
河合小学校 H6 48 2,545 53 540 471% 5,581 116
宮川小学校 H23・H24 15 1,918 128 500 384% 2,927 195
神岡小学校 S60 289 5,017 17 1,745 288% 8,939 31
古川中学校 S53・H22 547 6,383 12 3,508 182% 8,092 15
神岡中学校 S52・H21 173 5,354 31 1,398 383% 8,002 46
山之村小中学校 S56 10 1,623 162 600 271% 3,748 375
合計 1,843 32,395 18 51,790 28

施設年間

維持管理費

（千円/年）

児童生徒

1人当たり

施設維持

管理費

（千円/人・年）

基準に

対する

割合

最低基準

延床面積

（㎡）
学校名

H28生徒

児童数

（人）

現校舎

延床面積

（㎡）

児童生徒

1人当たり

床面積

（㎡/人）

校舎棟

建築年

（単位：人） 

生
徒
数 

児
童
数 
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図２－１２ 各給食センターの配食数の状況 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

（単位：千食） 

※1 

※1 旧宮川給食センターを含む 

※2 その他は保育園、特別支援学校、給食センター職員及び高山市国府町分 

※2 
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② 市民文化系施設 

 市民文化系施設の主な施設は、社会教育法に基づく公民館、地域の活性化と交流の促

進及び伝統文化の伝承と市民の芸術文化の向上を図るための交流施設、市内各地域にお

ける社会教育の振興と地域の連帯感の醸成を図るためのコミュニティー施設などがあり

ます。 

公民館のうち古川町公民館と宮川町公民館は、複合施設となっており、耐震性に問題

があった千代の松原公民館及び河合町公民館については、平成 25年度までに耐震改修工

事が完了しています。 

２つの文化交流施設については、指定管理施設になっており、施設の管理運営につい

て事業収入で賄えない部分については、市が指定管理料として毎年支出しています。 

  その他、河合町、宮川町及び神岡町には、築年数が比較的古いコミュニティー施設等

が多く存在しています。（表２－６、表２－７、図２－１３、図２－１４、表２－８） 

 

 

表２－６ 主な市民文化系施設 
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表２－７ 年間維持管理費（市民文化系施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１３ 施設の利用状況（公民館施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

（単位：人/年・延べ） 
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図２－１４ 施設の利用状況（文化交流施設） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２－８ 施設の利用状況（コミュニティー施設等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（単位：人/年・延べ） 
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③ 社会教育系施設 

  社会教育系施設の主な施設は、資料館と図書館があります。７ケ所の資料館のうち飛

騨の山樵館と河合町民俗館は収蔵庫として用いられており、他の資料館には郷土の歴史

的資料が公開展示してあり、各種展示会などにも利用されています。 

また、２ケ所ある図書館の蔵書数は、平成 27年度時点で飛騨市図書館が 80,180冊、

神岡図書館は 31,052冊で、開館日（年間約 295日）の１日当たりの利用者数は、飛騨市

図書館が約 100人から 150人、神岡町図書館が約 20人から 30人となっています。（表２

－９、表２－１０、図２－１５、図２－１６） 

 

 

表２－９ 主な社会教育系施設 

 

 

 

 

 

 

 

     ※神岡図書館は、平成 28 年度において神岡振興事務所と複合施設化しています。 

 

 

表２－１０ 年間維持管理費（社会教育系施設） 

 

 

 

 

 

 

※表 2-10 における金額は、直近 3 年間（平成 25-27 年度）における平均である 

※各施設は、主なものを掲載しています 
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図２－１５ 施設の利用状況（郷土資料館等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図２－１６ 施設の利用状況（図書館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（単位：人/年・延べ） （単位：冊/年・延べ） 

（単位：人/年・延べ） 
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④ スポーツ・レクリエーション系施設 

 スポーツ・レクリエーション系施設の主な施設は、スポーツ振興と、市民等の健康増

進、心身の健全な発達を図ることを目的とした体育館施設、地域資源を活用した都市住

民との交流を通じ、地域の活性化と産業の振興を図るためのスキー場やキャンプ場など

のレクリエーション施設があります。 

 体育館は、昭和の時代に建設されたものが多く、耐震基準を満たしていても、今後、

老朽化による修繕工事が年々増加していくことが予想されます。 

 スキー場及びキャンプ場等のレクリエーション施設の中には、昭和40年代に建てられ

たものや、建築年が不明の比較的小さな建物が多く存在しています。 

（表２－１１、表２－１２、図２－１７、図２－１８） 

 

 

表２－１１ 主なスポーツ・レクリエーション系施設 
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表２－１２ 年間維持管理費（スポ・レク系施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１７ 体育館の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人/年・延べ） 
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図２－１８ レクリエーション施設の利用状況 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人/年・延べ） 



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第２章  

 
30 

 

⑤ 産業・観光系施設 

 産業・観光系施設の主な施設は、地域資源を活用した都市住民との交流を通じ、地域

の活性化と産業の振興と就業機会の確保を図るための店舗施設、体験施設、直売施設、

温泉施設、宿泊・休憩施設などがあります。 

 産業・観光系施設は、平成に入ってからまちおこし事業などで建てられた比較的建築

年が新しいものが多く、大部分の施設が指定管理施設になっていますが、これらの施設

についても将来的に更新を迎える時期が一斉に訪れることになります。 

（表２－１３、表２－１４、図２－１９、図２－２０、図２－２１） 

 

 

 

表２－１３ 主な産業・観光系施設 
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表２－１４ 年間維持管理費（産業・観光系施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１９ 産業・観光施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人/年・延べ） 道の駅宙ドーム・神岡 
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図２－２０ 産業・観光施設の利用状況（飛騨牛繁殖センター） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２１ 産業・観光施設の利用状況（温泉・宿泊施設等） 

 
 
 
 

 

 

 
頭数は各年度 2月 1日現在の飼養頭数 

（単位：頭） 

 

（単位：人/年・延べ） 
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⑥ 子育て支援施設 

 子育て支援施設の主な施設は、市立保育園が７園、私立保育園が１園、地域の子育て

家庭等に対し、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るための子育て支援センタ

ーが６箇所あります。 

保育園は比較的建築年が新しいものが多く、一番古い旭保育園については、平成24年

度に耐震を含めた改修工事が完了しています。また、廃園になった栃洞保育園、鮎ノ瀬

保育園及び鷹狩保育園の園舎が未だ残っているため、今後取壊し工事を行う必要があり

ます。 

子育て支援センターは、神岡子育て支援センターを除いて、他の施設の一部を利用し

事業を行っています。なお、神岡子育て支援センターは、平成23年度に耐震改修工事が

完了しています。 

（表２－１５、表２－１６、図２－２２、図２－２３、表２－１７） 

 

表２－１５ 主な子育て支援施設 

 

表２－１６ 年間維持管理費（子育て支援施設） 

 
 
 
 
 
 
※賃金には、臨時の保育士を含む 
※表 2-16 における金額は直近 3 年間（25-27 年度）における平均である。 
※各施設は、主なものを掲載しています。 

施設名 建築年 延床面積（㎡） 備考
増島保育園 H18 1,753
宮城保育園 H9 954
さくら保育園 H25 1,665
河合保育園 H26 659
宮川保育園 H2 460
山之村保育園 S56 53
旭保育園 S50 840
神岡子育て支援センター S49 547
古川子育て支援センター ハートピア古川内

河合・宮川子育て支援センター 河合保育園内
諏訪田子育て支援センター 諏訪田団地内
増島子育てステーション 増島保育園内
さくら子育てステーション さくら保育園内

施設名 賃金※ 光熱水費等 管理費等 修繕費 借地料 指定管理料 その他 費用計 収入
増島保育園 0 0 213 172 0 95,768 0 96,153 19,186
宮城保育園 19,695 2,835 559 208 0 0 0 23,297 10,592
さくら保育園 0 0 308 0 0 119,329 0 119,637 19,788
河合保育園 5,077 1,531 125 23 0 0 0 6,756 2,894
宮川保育園 4,080 848 970 39 0 0 0 5,937 861
山之村保育園 1,779 233 222 29 0 0 0 2,263 326
旭保育園 8,677 1,188 4,611 135 197 0 0 14,808 5,352
神岡子育て支援センター 2,949 546 100 90 0 0 0 3,685 0

（単位：千円/年）



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第２章  

 
34 

 

図２－２２ 各保育園の園児数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２３ 子育て支援センターの利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ さくら保育園の H24までは旧鮎ノ瀬保育園と旧鷹狩保育園を加えた数値 

  ※２ 旭保育園の H19までは旧神岡保育園と旧釜崎保育園を含んだ数値 
  ※３ 双葉保育園は、私立保育園 

（単位：人） 

 
 

（単位：人/年・延べ） 
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表２－１７ 園舎の延床面積及び施設維持管理費と園児数との状況 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ※④における金額は、直近３年間（平成 25-27年度）の平均である 
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⑦ 保健・福祉施設 

 保健・福祉施設の主な施設は、児童、高齢者、障がい者（児）、母子家庭及び一般住民

等に対して各種の保健福祉サービスを提供するとともに、市民の福祉活動を助長し、も

って保健福祉の増進を図るための高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保健センター、

就労支援施設などがあります。 

 保健・福祉施設は、包括的に複合施設となっているものが多く、また、民間などが主

体となって提供されているサービスも多くなっています。 

 将来訪れる超高齢化社会を見据えて、市民の相互扶助体制を築いていくとともに、保

健・福祉施設の適正配置が求められます。 

（表２－１８、表２－１９、表２－２０） 

 

 

表２－１８ 主な保健・福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１９ 年間維持管理費（保健・福祉施設） 

 
 
 
 
 
 
 
  ※表 2-19 における金額は、直近 3 年間（平成 25-27 年度）の平均である 

  ※各施設は、主なものを掲載しています 
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表２－２０ 施設の利用状況（保健・福祉施設） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
養護老人ホーム和光園の定員は 50人 
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⑧ 行政系施設 

 行政系施設の主な施設は、市役所、振興事務所、消防署、消防団器具庫、行政倉庫な

どがあります。 

各庁舎のうち市役所西庁舎は図書館、宮川振興事務所は公民館との複合施設となって

おり、神岡振興事務所についても、平成28年度から図書館との複合施設になります。 

市役所本庁舎と神岡振興事務所は、耐震性に問題があったため、市役所本庁舎は平成

21年度、神岡振興事務所は平成27年度に耐震改修工事を実施しました。 

市役所本庁舎、神岡振興事務所及び河合振興事務所については、築年数が古く建物全

体の老朽化が進行していますが、建て替えが困難なため今後は計画的に長寿命化を図っ

ていく必要があります。 

また、市内に60箇所ある消防団器具庫の約８割は、築20年以上経過しており、建て替

えや改修を必要としているものが多く存在していますが、今後団員の確保が困難となっ

てくる地区が予想されることから、更新にあたっては器具庫の統廃合を検討していく必

要があります。 

（表２－２１、表２－２２、図２－２４、図２－２５） 

 

 

表２－２１ 主な行政系施設 
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表２－２２ 年間維持管理費（行政系施設） 

 

 

図２－２４ 窓口証明・各種届出件数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 賃金 光熱水費等 管理費等 修繕費 借地料 指定管理料 その他 費用計 収入
飛騨市役所 4,270 18,776 6,784 2,312 0 0 0 32,142 794
河合振興事務所 2,359 3,772 1,329 0 0 0 104 7,564 832
宮川振興事務所※
神岡振興事務所 6,332 7,827 2,595 147 0 0 128 17,029 412
古川町栄町行政書類倉庫 0 465 15 51 1,009 0 0 1,540 678
古川町飛騨市書類倉庫 0 57 23 0 0 0 0 80 0
宮川町公用車車庫 0 3 0 0 0 0 0 3 0
宮川振興事務所倉庫 0 0 0 4 26 0 0 30 0
神岡町旧坂戸庁舎車庫 0 90 2 0 0 0 0 92 0
飛騨市消防本部・古川消防署 0 5,620 444 133 0 0 0 6,197 0
宮川町古川消防署北分署 0 1,162 54 137 0 0 0 1,353 0
神岡消防署 0 2,274 265 23 0 0 0 2,562 0
古川方面隊消防器具庫（20） 0 1,224 62 33 0 0 0 1,319 0
河合方面隊消防器具庫（15） 0 194 0 55 0 0 0 249 0
宮川方面隊消防器具庫（7） 0 321 155 66 0 0 0 542 0
神岡方面隊消防器具庫（18） 0 770 0 47 11 0 0 828 0

（単位：千円/年）

※宮川振興事務所は、H27新築のため数値なし

（　　）内数値はH27年度末時点の器具庫棟数

※宮川振興事務所以外の施設における金額は、直近3年間（平成25-27年度）の平均である

※各施設は、主なものを掲載しています

 
       件数は、住民票、印鑑証明、戸籍証明、旅券申請、住民基本台帳及び戸籍移動等 

（単位：件/年） 
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図２－２５ 消防団員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ ）内数値は H27年度末時点の器具庫棟数 

（単位：人） 
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⑨ 市営住宅 

 市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者向けの公営住宅及び特定住宅、中堅勤労者の

居住の用に供するための特定公共賃貸住宅、高齢者・障がい者・子育て世帯等市内にお

ける居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するための地域優良賃貸住宅の

４種類があります。 

 いずれの市営住宅も空き部屋はほとんど無く、神岡町夕陽ヶ丘団地及び道下団地につ

いては、老朽化のため取壊しを予定しており、現在は新規入居者を募集していません。 

 市営住宅に係る維持管理費用は、家賃収入で賄っていますが、更新費用（減価償却費）

を家賃に反映させていないため、更新にあたっては大きな財政負担となることから、適

正な配置と効率的な施設管理が求められます。 

（表２－２３、表２－２４、表２－２５） 

 

 

表２－２３ 市営住宅 
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
古川町新栄町団地 20 19 20 20 20 20 19 20 14
古川町杉崎団地 16 16 16 16 16 16 16 16 16
古川町諏訪田団地 60 56 60 60 60 60 60 60 48
古川町細江団地 5 5 5 5 5 5 5 5 3
古川町栄町団地 2 2 2 2 2 2 2 2 2
古川町下気多団地 8 8 8 8 8 8 8 8 8
河合町中家団地 2 2 2 2 2 2 2 2 2
河合町嶋団地 3 3 3 3 3 3 2 3 3
河合町角川団地 3 3 3 3 3 3 3 3 2
宮川町打保団地 2 2 1 2 2 2 2 2 1
宮川町杉原団地 2 2 1 2 2 2 2 2 2
宮川町西忍団地 2 2 1 2 2 2 2 2 0
宮川町林団地 2 2 2 2 2 2 2 2 0
宮川町宮川団地 2 2 2 2 2 2 2 2 0
宮川町道下団地 1 1 1 0 1 1 1 1 1
神岡町サンアルプ旭A 30 30 30 30 30 30 30 30 25
神岡町サンアルプ旭B 24 23 24 24 24 24 24 24 20
神岡町サンアルプ旭C 24 24 24 24 24 24 24 24 22
神岡町サンアルプ旭DEFG 24 24 24 24 24 24 24 24 22
神岡町夕陽ヶ丘団地 27 26 27 23 21 19 19 18 16
神岡町大和団地 16 7 8 8 16 16 16 16 13
神岡町昭和町団地 16 16 16 16 16 16 14
神岡町森茂団地 4 2 1 1 4 2 1 2 0
神岡町山之村賃貸住宅A
神岡町山之村賃貸住宅Ｂ

施設名／年度
戸数

部屋数
各年度末時点の入居世帯数（戸）

4 3 3 44 2 2 3 4

表２－２４ 年間維持管理費（市営住宅） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２－２５ 市営住宅の入居状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 賃金 光熱水費等 管理費等 修繕費 借地料 指定管理料 その他 費用計 収入
古川町新栄町団地 0 231 45 420 0 0 0 696 8,943
古川町杉崎団地 0 151 58 133 0 0 0 342 4,686
古川町諏訪田団地 0 307 1,222 116 0 0 0 1,645 23,487
古川町細江団地 0 0 0 295 0 0 0 295 965
古川町栄町団地 0 0 0 0 0 0 0 0 413
古川町下気多団地 0 0 0 124 0 0 0 124 1,759
河合町中家団地 0 0 0 35 0 0 0 35 600
河合町嶋団地 0 3 0 435 0 0 0 438 686
河合町角川団地 0 8 0 253 0 0 0 261 900
宮川町打保団地 0 86 61 96 0 0 0 243 657
宮川町杉原団地 0 2 101 209 0 0 0 312 538
宮川町西忍団地 0 0 0 13 0 0 0 13 418
宮川町林団地 0 0 3 88 0 0 0 91 423
宮川町宮川団地 0 0 3 123 0 0 0 126 563
宮川町道下団地 0 0 0 0 0 0 0 0 263
神岡町サンアルプ旭A 0 0 728 1,035 0 0 0 1,763 18,921
神岡町サンアルプ旭B 0 0 761 348 0 0 0 1,109 8,404
神岡町サンアルプ旭C 0 0 761 587 0 0 0 1,348 5,194
神岡町サンアルプ旭DEFG 0 0 40 168 0 0 0 208 5,288
神岡町夕陽ヶ丘団地 0 0 0 2 0 0 0 2 6,127
神岡町大和団地 0 0 4 26 0 0 0 30 4,077
神岡町昭和町団地 0 0 456 90 0 0 0 546 6,097
神岡町森茂団地 0 0 0 11 0 0 0 11 139
神岡町山之村賃貸住宅A 0 0 0 0 0 0 0 0 333
神岡町山之村賃貸住宅Ｂ 0 0 0 58 0 0 0 58 333

（単位：千円/年）

家賃収入の剰余金は地方債の償還に充当している。

表2-24における金額は、直近3年間（平成25-27年度）のおける平均である

各施設は、主なものを掲載しています
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⑩ 環境・衛生施設 

 環境・衛生施設の主な施設には、可燃ごみ焼却施設、下水道汚泥焼却施設、汚泥再生

処理施設、し尿処理施設、リサイクル施設、火葬場があります。 

 本計画において環境・衛生施設は、建物系公共施設として分類していますが、実態と

してはプラント系の施設であることから、機械設備関係の適正な維持管理や長寿命化を

図る必要があります。 

 神岡町松ヶ瀬最終処分場に隣接した松ヶ瀬清掃工場は、町村合併前に可燃ごみの焼却

を行っていましたが、平成14年度からごみ焼却は行っておらず、現在工場跡地は最終処

分場の重機車庫として利活用しています。 

 また、環境・衛生施設の更新・統合等に際しては、建設地の地元住民の理解と協力が

不可欠になります。 

（表２－２６、表２－２７、表２－２８） 

 

 

表２－２６ 主な環境・衛生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２７ 年間維持管理費（環境・衛生施設） 
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表２－２８ 環境・衛生施設の稼働状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
古川町飛騨市クリーンセンター 5.9 6.0 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 環境課
古川町飛騨市リサイクルセンター 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 環境課
宮川町みずほクリーンセンター（下水汚泥） 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 環境課
神岡町松ヶ瀬最終処分場 0.02 0.02 0.01 0.11 0.09 0.13 0.11 環境課

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
宮川町みずほクリーンセンター（し尿等） 8.0 7.8 7.7 7.2 7.1 7.2 7.0 環境課
神岡町北吉城クリーンセンター 8.5 8.4 7.9 7.6 7.2 6.9 6.8 環境課

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
古川町光明苑 315 324 280 320 338 308 335 環境課
神岡町松ヶ丘公園斎場 183 175 190 203 184 163 173 環境課

施設名／年度 備考

施設名／年度 備考

施設名／年度 備考
処理量（千ｋｌ/年）

処理量（千ｔ/年）

火葬件数（体/年）
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⑪ 医療系施設 

 医療系施設は、飛騨市民病院を中心として、老人保健施設たかはら及び各地域に５つ

の診療所があります。 

 医療系施設の中でも特に診療所は、20年以上経過している建物が多く、未だ耐震化が

行われていない施設も一部残っているなど、今後修繕等に係る費用が増加していくこと

が予測されます。 

 また、医療施設の利用状況は、総人口の減少に概ね比例して減少傾向にあります。 

超高齢化社会を迎える中、持続的な地域医療のために、既存の施設を維持していくだ

けでなく予防医療や在宅医療などの充実が求められます。 

（表２－２９、表２－３０、表２－３１） 

 

 

表２－２９ 主な医療系施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－３０ 年間維持管理費（医療系施設） 

 
 
 
 
 
 
 ※表 2-30 における金額は、直近 3 年間（平成 25-27 年度）における平均である 
※市民病院は平成 25-27 年度 3 年間の平均で 165,497 千円を一般会計より繰り入れている。 

 ※老人保健施設たかはらは H25-27 年度 3 年平均で 18,942 千円を一般会計より繰り入れている。 
 ※各施設は、主なものを掲載しています 
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表２－３１ 医療系施設の利用状況 
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⑫ 主な施設の維持管理費用、収入について 

 これまで施設類型ごとに施設の現状や維持管理費及び利用状況等について記載してき

ましたが、施設を多角的に評価するために、維持管理費用とその施設で得られる収入を

表にしました。掲載順は年間維持管理費が高いものからです。 

 

表２-３２ 主な施設の維持管理費用と収入 

 

※平成25-27年度の平均の数値です。 

※管理費等には、施設管理職員の賃金や維持管理に伴う委託料などが含まれます。 
※その他は消耗品や借地料が含まれています。 

 

施設を評価するに当たっては、その施設を維持するために必要なコストはもちろんの事、その

施設で行われているサービスや、施設の利用料や物販の売り上げ等を多角的に分析しながら

評価をする必要があります。 

今後、施設管理においてこれらを踏まえながら総合的に判断することとします。 

単位：千円

施設名
施設

利用者数
光熱水費

等
管理費等 修繕費 その他

指定
管理料

費用計 収入

飛騨市文化交流センター 49,155 0 0 3,285 0 53,727 57,012 0
飛騨市役所 18,776 11,054 2,312 0 0 32,142 794
宮川町飛騨まんが王国 16,659 0 0 3,741 51 26,241 30,033 0
神岡町奥飛騨山之村牧場 19,339 0 0 1,272 0 27,979 29,251 0
古川町桃源郷温泉すぱーふる 60,858 0 0 554 943 25,612 27,109 0
神岡町船津座 22,944 0 0 0 0 25,146 25,146 0
河合町ゆぅわ～くはうす 33,111 0 6 1,026 0 22,416 23,448 0
神岡町割石温泉 64,812 8,658 12,178 1,983 36 0 22,855 16,640
神岡振興事務所 7,827 8,927 147 128 0 17,029 412
古川町公民館 29,579 5,479 6,348 770 417 0 13,014 4,528
神岡町公民館 27,872 4,682 7,467 203 147 0 12,499 2,853
古川町起し太鼓の里 20,962 0 0 1,115 180 10,533 11,828 0
神岡町Mプラザ 90,281 0 0 1,721 0 8,761 10,482 0
飛騨市図書館 34,362 5,058 4,401 327 0 0 9,786 0
河合振興事務所 3,772 3,688 0 104 0 7,564 832
神岡町桜ヶ丘体育館 41,133 2,336 4,228 59 0 0 6,623 1,888
飛騨市消防本部・古川消防署 5,620 444 133 0 0 6,197 0
古川トレーニングセンター 40,628 0 21 42 0 6,133 6,196 0
古川町ホテル季古里 9,434 0 0 927 745 2,631 4,303 0
神岡消防署 2,274 265 23 0 0 2,562 0
古川町味処古川 9,293 0 0 102 1829 0 1,931 0
河合町公民館 4,909 434 852 237 58 0 1,581 283
宮川町古川消防署北分署 1,162 54 137 0 0 1,353 0
神岡図書館 6,925 1,196 50 58 0 0 1,304 0
河合飛騨牛繁殖センター 85 0 0 0 0 85 0
神岡町道の駅宙ドーム・神岡 341,228 0 0 0 0 0 0 0



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第２章  

 
48 

 

４ インフラ系施設の現状 

 

（１）保有状況 

  本市の主なインフラ系施設の保有状況（平成 27 年度末現在）は、以下のとおりです。

（表２－３３） 

 

表２－３３ インフラ系施設保有状況 
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（２） 整備状況 

① 道路 

  市内には、一般国道、県道、市道が整備されており、国や地方自治体（岐阜県、飛騨

市）により管理されています。本市が保有する市道は、平成 27 年度末現在の市道の実

延長は約 542.2km（うち規格改良済 266.5km）、面積は約 2,763.1㎞
2

で、そのうち、規格

改良済市道の整備延長の状況は次のとおりです。（図２－２６） 

 

図２－２６ 市道（規格改良済）の整備延長の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 橋梁 

橋梁の整備年次は、いくつかのピーク（昭和 42年（1967年）、昭和 50年（1975年））

があり、1950年以前に整備されたものが多く存在しています。平成 27年度末現在、339

橋（総橋梁延長約 5.0km）を整備し、保有しています。（図２－２７） 

 

図２－２７ 橋梁の年度別整備本数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

橋梁の本数：339本 

年度不明本数：201本 
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  ③ トンネル等 

   市が管理するトンネルは、杉越トンネル及び小鷹利トンネルと、市道朝川原線に洞

門が１箇所あります。（表２－３４） 

 

 

表２－３４ トンネルの概要 

 

 
 

 

  ④ 市が管理する道路等における維持管理費 

   市が管理する道路・橋梁・トンネルにおいて、積雪時の除雪工事、新設改良工事及

び維持補修工事により維持されています。市道除雪費の推移（図２－２８）及び市道

維持費の推移（図２－２９）は次のとおりです。 

 

 

図２－２８ 市道除雪費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※直営とは、市が直接雇用した者による除雪作業の経費であり、除雪委託料につい

ては、業者へ委託した除雪作業による経費を示したものである。 

トンネル名 所在地 延長（ｍ） 全幅員（ｍ） 建設年

杉越トンネル 神岡町山田～吉田地内 1,136 9.3 H17

小鷹利トンネル 古川町中野～寺地地内 700 9.8 H23

市道朝川原線洞門 河合町新名地内 45 4.9～5.8 H2
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図２－２９ 市道維持費の推移 

 

 

  ⑤ 公園 

公園施設は、整備された年が不明のものが多く、その都度、修繕や改修が行われてき

ました。公園自体は、経過年数の影響を受けにくい施設ですが、公衆トイレや遊具等

の公園施設は、それぞれ相応の老朽化が進んでいます。（表２－３５） 

 

表２－３５ 主な公園施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－３６  主な公園施設における年間維持管理費 

 

 

 

 
 

 

（単位：千円/年）

年度 光熱水費等 剪定委託料 修繕費 工事費 借地料 民間管理委託料 点検費 費用合計

平成25年度 2,209 4,299 950 1,998 840 3,769 671 14,736

平成26年度 1,809 3,851 761 3,587 840 3,524 706 15,078

平成27年度 2,067 3,805 791 5,330 201 3,709 706 16,609
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  ⑥ 灌漑施設 

灌漑施設には、用水路（パイプライン含む）、排水路、揚水機場、頭首工などがあり

ます。（図２－３０、表２－３７、表２－３８、表２－３９） 

 

図２－３０ 用水路の年度別整備延長 

 

 

 

 

 

 

   ※整備延長には、81,977ｍのうち、整備年度と延長が明確な 20,850ｍ分を表している。 

 

 

表２－３７ 幹線排水路の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－３８ 揚水機場の概要 

  
 

 

 

揚水機名 所在地 建設年

上野開田揚水機 古川町信包地内 S48

袈裟丸揚水機 古川町袈裟丸地内 H9

下野揚水機 古川町下野地内 H25

山岸揚水機 古川町下野地内 H13
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表２－３９ 頭首工の概要 
 

 

 
 
  

（箇所）

固定堰 転倒堰
宮川 5 1 6
荒城川 0 3 3
太江川 9 0 9
殿川 18 0 18
戸市川 16 0 16
畦畑川 6 0 6
黒内川 6 0 6
小鳥川 3 0 3
稲越川 8 0 8
金山谷川 1 0 1
ソンボ谷川 1 0 1
山田川 9 0 9
吉田川 7 0 7
その他の河川 54 0 54

計 143 4 147

河川名称
形式

計
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  ⑦ 上水道 

上水道施設は、配水管、導水管、送水管及び浄配水処理施設に分類されます。 

平成 27 年度末現在、配水管等の管渠は総延長で約 372.5 ㎞です。上水道施設の整備

年次は、平成 10年（1998年）となっています。なお、築 40年を超える管路が約 36.3km

存在しています。（図２－３１） 

 

図２－３１ 上水道（管路）の年度別整備延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道施設における年間維持管理費及び年間有収水量の推移は、次のとおりです。（表

２－４０、図２－３２） 

 

表２－４０ 年間維持管理費の推移 

 

表２－３２ 年間有収水量の推移 

  

（単位：千円）

営業費用 減価償却費 営業外費用 建設改良費 企業債償還元金 料金収入 その他収益的収入 国庫補助金 企業債 他会計補助金

平成23年度 210,627 70,752 37,712 234,094 112,569 394,919 8,687 32,405 84,800 39,790

平成24年度 184,348 69,643 35,063 110,598 172,078 389,066 12,629 5,195 11,000 25,669

平成25年度 197,171 71,694 29,529 142,128 97,470 378,691 12,307 1,000 7,400 143,366

平成26年度 214,082 64,430 27,448 201,170 95,806 375,339 23,898 6,365 40,600 20,900

平成27年度 211,462 63,932 25,359 129,857 98,819 362,330 32,202 4,117 20,600 14,635

支出 収入
区分
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  ⑧ 下水道 

下水道施設は、汚水管渠、下水処理施設及びポンプ場に分類されます。平成 27 年度

末現在、汚水管渠の総延長は約 253.5kmです。（図２－３３） 

 

図２－３３ 下水道（管路）の年度別整備延長 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

下水道施設における年間維持管理費及び年間有収水量の推移は、次のとおりです。（表

２－４１、表２－３４） 

 

表２－４１ 年間維持管理費の推移 

 

 

図２－３４ 年間有収水量の推移 

 

営業費用 支払利息 建設改良費 地方債償還金 料金収入 その他収益的収入 国県補助金 地方債 負担金・分担金 その他基金繰入等

平成23年度 379,071 289,082 211,105 569,424 332,953 2,315 82,225 121,500 47,651 15,524

平成24年度 392,475 277,998 261,449 583,784 338,039 2,688 98,386 150,800 41,806 34,261

平成25年度 377,929 265,635 363,665 598,053 342,365 2,153 139,200 200,800 28,114 29,200

平成26年度 396,139 253,673 205,858 613,832 352,046 2,127 86,123 99,600 27,074 40,346

平成27年度 415,007 240,151 174,971 631,082 353,979 1,844 69,836 99,100 17,371 29,779

支出 収入
区分

（単位：千円）
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５ 公共施設等の将来更新費用の推計 

 

本市が保有する公共施設等の将来更新費用の推計について、総合管理計画策定指針に基づ

き、総務省が公開する「更新費用試算ソフト」（以下「総務省ソフト」という。）を活用し、

現在保有する公共施設等を将来も同種・同規模で更新した場合の費用を試算します。 

総務省ソフトで更新費用を推計することができる施設類型は、建物系公共施設、道路施設、

上水道施設及び下水道施設であり、総務省ソフトで更新費用を推計できない施設類型（公

園施設、灌漑施設）については、過去の施設毎の維持更新費の実績をもとに試算します。 

（表２－４２、表２－４３） 

 

 

 

 

 

 

 

表２－４２ 更新の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－４３ 将来費用推計方法一覧 
 
 
 
 
 
 
  

【総務省ソフトにおける試算の考え方（総務省ＨＰより抜粋）】 
（推計の対象） 

公共施設（普通会計の建築物）及びインフラ資産（道路、橋梁、上水道及び下水道） 
（推計の手法） 

◆ 現在の公共施設等をそれぞれ設定した耐用年数の経過後に現在と同じ面積・延長等で更新する

と仮定して推計 
◆ 公共施設等の面積・延長の数量データに更新単価を乗じることにより将来の更新費用を推計 
◆ 更新単価は、これまでの工事の実績等を基に設定 
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（１）建物系公共施設 
①総務省ソフトによる試算 

総務省ソフトに基づき、将来更新費用を試算すると、今後 40年間の総事業費は、約 965.5

億円で、年平均は約 24.1億円と見込まれます。 

なお、グラフ中「築 31年以上 50年未満の公共施設の大規模改修」とは、現段階におい

て既に大規模改修の試算条件となる30年が経過しているもので、これらの分については、

10年間で平準化し改修するものとし試算をしています。（図２－３２） 

 

図２－３５ 建物系公共施設の将来更新費用 
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②具体的な維持修繕費の算出 

 ①で示した総務省ソフトによる将来更新費用の試算は、現時点で存在する全ての施設の

更新費用を一律の基準で算出したものであるため、各施設の事情や劣化の度合いなどは加

味されていません。そこで、施設の優先順位や現地調査による現況などを考慮して施設の

維持修繕費用を試算しました。 

 その結果、施設の現状を踏まえた維持修繕費は、今後 10 年間の総事業費は、約 33.1 億

円で、年平均は約 3.3 億円と見込まれます。 

 

図２―３６ 建物系公共施設の維持修繕費用 

単位（千円） 

※市有施設１００㎡以上の建物が対象。 
※屋根、外壁等の外回りを中心に費用を算出。プラント系施設等の專門設備については対象外としている。 
 

 

 先にも延べましたが、建物系公共施設は建築から 30 年以上経過した施設が多く、理想と

しては早めの大規模修繕が望まれます。 

 しかしながら、市の財政状況を考慮すると実行可能な各年度の事業規模を設定する必要

があります。そこで、過去の維持修繕費用の実績と比較しながら費用の平準化をしたのが

次の図です。 
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図２―３７ 建物系公共施設の維持修繕費用（平準化後） 

単位（千円） 

 
※平成 28 年度は予算ベースの金額 
※市有施設１００㎡以上の建物が対象。 
※屋根、外壁等の外回りを中心に費用を算出。プラント系施設等の専門設備については対象外としている。 
 
 
 過去 5 年間の施設の維持修繕にかかった費用の平均は年間 2.2 億円となっています。（プ

ラント等専門設備は対象外） 

今後かかると予想される維持修繕費について優先度等を考慮して平準化を行った結果、

平均で年間 3.3 億円であり、これまでよりも年間 1.1 億円の費用が増加する見込みとなりま

した。 

今後、市の財政状況により増減があるものの、維持修繕に係る投資目標を 2.7 億円程度に

設定し、施設の実情をさらに詳細に分析し、低コストで効果的な工法の選択や、優先度の

低い修繕等は後年へ送りながら、計画的に予防的保全措置をすすめることとします。それ

によって施設を安全で良好な状態に保ちトータル的なコスト縮減を目指します。 

 

 

（２）道路 

総務省ソフトに基づき、将来更新費用を試算すると、今後 40年間の総事業費は、約 346.0

億円で、年平均は約 8.7億円と見込まれます。 
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（３）橋梁 

総務省ソフトに基づき、将来更新費用を試算すると、今後 40年間の総事業費は、約 87.1 

億円で、年平均は約 2.2 億円と見込まれます。（図２－３８） 

 

図２－３８ 橋梁の将来更新費用 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（４）トンネル等 

   トンネルの税法上の耐用年数は、鉄筋コンクリート造のもので 60年となっています。

市が管理するトンネル及び洞門は、比較的新しいものばかりですが、長期的な視点で

維持管理費用や長寿命化対策に係る費用を検討しておく必要があります。 

 

（５）公園 

過去の維持更新費の実績（整備年度及び金額が明確なもの）をもとに試算すると、今後

30年間の総事業費は、約 6.1億円で、年平均は約 0.2億円と見込まれます。 

 
（６）灌漑施設 

灌漑施設は、整備年度や事業費が不明のものが多く存在し、また、県営事業で整備さ

れ譲与された施設もあることから、更新費用の算定が難しくなっています。 

今後は、施設状況の把握を早急に行い、更新計画や長寿命化計画を策定しておく必要

があります。 
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（７）上水道 

総務省ソフトに基づき、将来更新費用を試算すると、今後 40年間の総事業費は、約 385.9

億円（年平均約 9.6 億円）と見込まれ、特に、2038年（平成 50年）において、ピークと

なり約 39.5 億円が見込まれます。なお、グラフ中「耐用年数越え」とは、現段階におい

て既に処理施設等の大規模改修又は管路更新の試算条件となる年数（処理施設等：30年、

管路更新：40 年）が経過しているもので、これらの分については、5 年間で平準化し改

修するものとし試算しています。（図２－３９） 

 

図２－３９ 上水道の将来更新費用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）下水道 

総務省ソフトに基づき、将来更新費用を試算すると、2024 年（平成 36 年）から改修等

が必要となり、今後 40年間の総事業費は、汚水管渠については約 126.2億円（年平均約

3.2 億円）、下水処理施設及びポンプ施設については約 70.0億円（年平均約 1.7億円）が

見込まれます。（図２－４０） 

 

図２－４０ 下水道の将来更新費用 
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

１ 将来を見据えた課題と基本理念 

 

（１）将来を見据えた課題 

本市の公共施設等の将来更新費用の試算と町村合併後の 12年間の投資的経費の比較に

よれば、本市が現在保有する建物系公共施設とインフラ系施設を更新していくためには

財源不足が生じ、あるいは、新たな施設整備や他の公共事業に要する投資的経費を確保

することが困難となることが予想されます。 

この財源不足は公共施設等のサービス水準（公共施設等によって市民が享受できるサ

ービス）の低下を招き、市民生活への影響が懸念されます。 

① 公共施設等の将来更新費用の算出 

将来の人口や人口構造の変化等を踏まえた上で、公共施設等のあり方や機能の見直

しを進め、将来更新費用を総合的に捉えることが課題です。 

② 公共施設等の維持管理方針とマネジメント 

より一層の財政負担の軽減が望まれる状況で、公共施設等の将来更新費用算定とそ

の平準化が課題です。将来更新費用の縮減から、公共施設等の品質の低下（老朽化に

よる公共建築物や橋梁の機能低下など）や、供給の低下（公共建築物や舗装された道

路の供給量の減少など）を防止するため、公共施設等の点検、診断、維持修繕等を適

切な時期に適切な方法で実施することが重要となります。 

③ 財政負担に資する市有資産の有効活用 

公共施設等の管理を今までよりもさらに効率的かつ効果的に実施するとともに、財

政負担の軽減に資するよう低利用・未利用の市有資産は民間活用を図るなど、有効活

用するための方策が課題です。 
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（２）基本理念 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本理念を次のように定め、将来のま

ちづくりに向けて、市民と行政の協働により、最適な公共施設等の持続的な供給を目指

します。 

① 市民との問題意識の共有化 

公共施設等の大切な資産と捉え、市民と問題意識を共有しながら、公共施設等の将

来の方向性の確立に向けて取り組みます。 

② 質と量の最適化 

品質、供給、財務の３つの視点から、質と量の最適化に取り組みます。 

③ 公共施設等総合マネジメントの推進 

公共施設等の全体像を把握し、市民の安全や生活を守る観点から、総合的なマネジ

メントに取り組みます。 

 

  



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第３章  

 
64 

 

２ 全体目標 

 

公共施設における現状と課題、施設の改修・更新にかかる将来コスト試算の結果を踏ま

え、全体目標を設定します。 

 

（１）建物系公共施設 

① 住民ニーズへの適切な対応を目指します。 

 公共施設は本来、住民の方々に公共サービスを提供するための施設であり、住民ニーズ

に適合した利用をされて効果を発揮します。そのため、経済状況や時間の経過によって

変化する住民ニーズを的確にとらえて、公共施設が最大限に有効活用されることを目指

します。 

 また、既存の建物のリノベーションや、複数の機能を盛り込み複合化を図るなど、コ

ストを抑えた住民ニーズへの適切な対応を目指します。 

② 人口減少を見据えた整備更新をします。 

 当市の人口は、今後２５年間で約３５％の減少が見込まれています。そのため、新規

施設の整備は他の選択肢がなく、市民生活の充実、市内経済の発展等に寄与する施設に

限定します。長寿命化及び修繕を適切に、計画的に行うことで可能な限り長期間使用で

きるように整備更新を行います。 

 また、稼働率が低く、維持管理費が高額な施設は統合・整理を検討し、その解体費用

等も考慮した上で、不要と判断された施設については除却により施設総量を縮減します。 

③ 施設の統合・複合化等により総量の縮減を目指します。 

公共施設の統合・整理、遊休施設の活用、施設の複合化等によって、機能を維持しつつ、

施設の総量（延床面積）を縮減して維持管理や改修等にかかるコストの縮減を目指しま

す。また、複合施設においては、管理・運営を一元化・効率化する等、管理にかかるコ

ストをさらに縮減が図れるように検討します。 

④ 事後修繕から予防的修繕へ転換します。 

公共施設が重大な損傷が生じてからの修繕等ではなく。計画的に予防的な修繕等を

実施することで、公共施設を維持しながら長寿命化を図り、ライフサイクルコスト（施

設の建設から維持管理、解体までにかかる費用）を縮減できるようにします。市の財

政事情と連動しながら投資目標値を定め、個別の施設の長寿命化計画や維持管理計画

に沿って計画的に維持管理をして財政負担の軽減と平準化を目指します。 
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 ⑤ 30 年間で更新費用を 15％削減します 

建物系公共施設の更新費用推計結果（P57参照）により、年平均 24.1億円が必要とい

う試算となっており、町村合併後 12 年間の建物系公共施設の投資的経費（P13 参照）

の年平均 20.4億円と単純に比較すると、現時点で年平均 3.7億円の不足が発生してい

ます。今後さらに、生産年齢人口の減少や自主財源の減少が見込まれることから、①

～④の取組みを実施し、更新費用を今後 30 年間のトータルで 15％削減します。 

 

（２）インフラ系施設 

① 現状の投資額（一般財源）を維持します 

インフラ系施設の更新費用推計結果（P59～P61参照）により、年平均投資的経費は整

備年度や建設費が明確なインフラ系施設の更新費用だけでも年平均 25.6億円が必要と

いう試算になっています。町村合併後 12 年間のインフラ系施設への投資的経費（P13

参照）の年平均額が 33.4億円であることから、インフラ系施設については、現状の投

資額（一般財源）を維持し、その範囲内で費用対効果や経済波及効果を考慮しながら

新設及び改修・更新をバランスよく実施します。 

②事後修繕から予防的修繕へ転換します。 

公共施設が重大な損傷が生じてからの修繕等ではなく。計画的に予防的な修繕等を

実施することで、公共施設を維持しながら長寿命化を図り、ライフサイクルコスト（施

設の建設から維持管理、解体までにかかる費用）を縮減できるようにします。計画的

に進められるよう個別の施設の長寿命化計画や維持管理計画を策定し財施負担の軽減

と平準化を目指します。 

③ 施設の更新時に施設の統廃合を検討し総量の縮減を目指します。 

上下水道施設については、配水区域及び処理区域ごとの中長期的な施設管理計画の

中で需要と供給のバランス、施設の老朽化、経営状況等を予測しながら、施設の更新

に際して可能なものは配水区域や処理区域の統合を行い施設の総量を縮減します。 
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３ 管理に関する基本的な考え方 

 

公共施設等を取り巻く様々な課題を踏まえ、将来にわたり施設サービスを持続的に提供

していくためには、公共施設等を良好な状態で保持し、将来世代にしっかりと引き継いで

いくことが重要です。そのため、まずは各施設において、建設から廃止までのライフサイ

クルコスト全体を視野に入れ、点検・診断等により劣化状況や危険個所の有無の現状把握

を行い、それらをもとに中長期的な修繕計画を策定した上で、維持管理・更新等を計画的

に実施します。また、これらの取り組みを効果的に推進していくため、民間活力の導入な

どの手法を推進します。 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は、数多くの部品、部材や設備機器などさまざまな素材が組み合わされて

構成され、それらはそれぞれの目的と機能を持っています。それらの部材、設備は使い

方や環境及び経年変化から生じる汚れ、損傷、老朽化の進行に伴い本来の機能を低下さ

せます。そのため、施設の劣化及び機能低下を防ぎ、施設等が安心、安全かつ快適に利

用できるよう、定期的な点検・診断等を実施します。 

また、点検・診断等は、市が直接実施する場合と、民間事業者等への委託契約により

実施する場合がありますが、委託契約により実施する場合、点検・診断等が契約どおり

に実施されているか確実に報告を受け、施設の状況を的確に確認・把握します。 

さらに、日々の管理業務の品質の安定と効率化を図るため、点検・診断の結果を分析

し、施設管理に活用していきます。 

 

（２）維持管理・補修・大規模改修・更新等の実施方針 

既に維持管理や保全、長寿命化等の個別計画を策定している施設については、今後も

確実に維持管理計画を実践するとともに、施設全体の最適化の考えのもとに必要に応じ

た見直しを行います。また、今後計画策定する施設においても同様に施設全体の最適化

の考えのもとに原則として予防保全型の計画を策定し、計画に則った点検、診断、維持、

補修及び更新を行います。 

修繕・小規模改修については、日常管理、定期管理において発生する不具合に対する

対応なので、対処する体制の構築が重要です。従って、市と管理委託業者が役割の分担

を決めて速やかな対応ができる体制を構築します。 

また、各計画に基づく補修や大規模改修における工法については、最新の工法を検討
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し、最も費用対効果の高い工法を選定し、実施します。 

 

（３）長寿命化の推進方針 

点検・診断等を踏まえ、老朽化の状況や利用状況等の評価により今後も継続的に提供

していくと判断される施設については、期待される耐用年数までの使用を可能とするた

めの効果的かつ計画的な保全措置を講じるとともに、ライフサイクルコストの縮減も視

野に入れた長寿命化を推進します。 

 

（４）統廃合等の推進方針 

統廃合については、施設機能の最適化と総量の最適化の実現に向け、品質、供給、財

務の３つの視点で基礎的な評価を実施し下記の２点の方針を示します。 

① 近隣施設・類似施設の有無や防災対策、人口動向などの視点の定性的な分析を勘案し

た上で、公共施設等を総合的に評価します。 

② 総量の最適化と合わせて、施設の集約化・複合化・統廃合・転用・廃止も視野に入れ

た効率的・効果的な機能の再編を計画的に推進します。 

 

（５）民間活力の活用方針 

公共施設等の一部又は全ての運営を民間に託し、より効率的な維持管理を実現するこ

とや、民間機能を併設することで相乗効果が見込まれる施設は民間活力を導入した施設

の複合化を推進するなど、公民連携の検討をします。 

 

（６）余剰資産の利活用方針 

施設総量を抑制してできた土地や建物の余剰資産や市が保有している遊休資産は、民

間への貸し付けや売却を図り、まちの活性化を実現するとともに、売却益及び賃貸料を

公共施設等の更新・維持管理の財源に充当していきます。 

 

（７）広域的な連携の取り組みの方針 

建物系公共施設を主として、近隣自治体（富山市、高山市）と施設を共同で利用し合

うことで、相互に機能を補完するとともに、行政サービス向上と経費の削減を図ります。 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

第３章の基本的な認識や考え方などを踏まえ、施設類型ごとの管理に関する基本的な方

針を次の６つの項目に分けて整理します。なお、インフラ系施設においては、既に長寿命

化計画などの策定が進んでいる施設類型は、次のとおり基本的な方針を示しますが、その

他の施設類型については、本計画の方向性を踏まえた検討を進め、施設の安心・安全の確

保やトータルコストの縮減・平準化の実現に向けて取り組みます。 

 

◆◆◆ 公共施設等の管理に関する基本的な方針の項目 ◆◆◆ 

 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  

日常の点検・定期点検・臨時点検の方針、点検データの蓄積と老朽化対策への活用等 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  

予防保全の考え方を取り入れる、トータルコスト縮減・平準化をめざす、必要な施設

のみ更新する等 

③ 安全確保の実施方針  

点検、診断等により危険性が認められた施設や老朽化等に伴う施設の安全性の確保の

ための対処等 

④ 耐震化の実施方針  

平常時の安全だけでなく、災害時の防災拠点・避難施設の機能確保の視点を含む公共

施設等の耐震化等 

⑤ 長寿命化の実施方針  

予防的修繕、塗装や部品の取替え、耐久性の向上等 

⑥ 統合や廃止の推進方針  

供用廃止する場合の考え方、他施設との統合、他用途・民間施設との合築等 
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（１）建物系公共施設（共通） 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
施設の劣化状況、危険個所の情報や法定点検等の情報を経年的に管理・蓄積をします。

施設の経過年数や修繕・改修の履歴、日常の施設管理における問題点を整理し、建物性

能の劣化状況の具体的な把握が優先的に求められる施設について、劣化度調査を定期的

に実施することとします。 
 
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
市有施設維持修繕計画に基づき実施するとともに、必要に応じて、個別計画を策定し

ます。これにより、全庁的な視点のもと不要不急な工事を避け、計画的な施設の保全を

行い、施設を安心・安全に利用できる状態を維持し、長寿命化やライフサイクルコスト

の縮減を図ります。 
 
③ 安全確保の実施方針  
施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて、市民の安心・安全を確保します。 
 

④ 耐震化の実施方針  
耐震性能が劣る施設について、耐震対策を計画的に行い、地震発生時の市民の安全確

保、避難所の確保、復旧活動拠点の機能維持・発揮等を目指します。 
 
⑤ 長寿命化の実施方針  
点検・診断等を踏まえ、市有施設維持修繕計画、必要に応じて策定する個別計画にお

いて、今後も継続的に提供していくと判断される施設には、期待される耐用年数までの

使用を可能とするための効果的かつ計画的な保全措置を講じるとともに、ライフサイク

ルコストの縮減も視野に入れた長寿命化を推進します。 

 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
施設機能の最適化と総量の最適化の実現に向け、品質、供給、財務の３つの視点で基

礎的な評価を実施し、近隣施設・類似施設の有無や防災対策、今後の人口動向や将来的

な需要などの視点を勘案した上で、施設を総合的に評価し、施設の集約化・複合化・統

廃合・転用・廃止も視野に入れた効率的・効果的な機能再編を計画的に推進します。 
 



 飛騨市公共施設等総合管理計画 第４章  

 
70 

 

（２）建物系公共施設（市営住宅） 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
職員による日常点検や業者委託による各種設備の定期点検を実施し、修繕・改善履歴デ

ータを管理しながら建物・施設の正常な機能の維持に努めます。 
 
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
平成 26年度に策定した「飛騨市公営住宅等長寿命化計画」に基づいた計画的な修繕・

改善を行い、維持管理コストの削減に努めるとともに、年間の維持修繕費について平準

化を図ります。 
早急に修繕等が必要となった場合は、修繕計画における優先度を上げ、計画の見直し

を含めた緊急的な対応を行います。 
 
③ 安全確保の実施方針  
日常点検や定期点検の実施結果を基に、適切な時期に予防保全的な修繕を行い、安全

性の確保と居住性の向上を図ります。 
 
④ 耐震化の実施方針  
将来廃止を前提とし政策空家として現在管理している夕陽ヶ丘住宅及び道下住宅を除

く全ての市営住宅について、耐震化を完了しています。 
 
⑤ 長寿命化の実施方針  
「飛騨市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、予防保全を目的とした計画的な修繕や

仕様のアップグレード等による耐久性の向上を行うことにより、住宅の長寿命化を推進

し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

【策定済】公営住宅等長寿命化計画 
 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
夕陽ヶ丘住宅等の老朽化が著しい住宅は、将来廃止することを前提とし、入居者退去後

は新規募集を行わず、政策空家として管理します。 
今後は、市営住宅の経過年数及び修繕履歴等による評価を行い、統合や用途廃止を検

討するとともに、将来の人口推移や住宅困窮者のニーズ、民間賃貸住宅等の情勢等を踏

まえ、市営住宅の適正な住宅戸数の確保に努めます。 
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（３）建物系公共施設（環境・衛生施設） 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
施設関連機器の圧力、温度、流量、電流等を確認する日常点検、法定点検にあわせて

実施する定期点検、臨時点検、改良工事等における対策立案のためにも実施する精密点

検等の点検周期は、設備全般に対して一律にせず機器の重要度、故障発生回数等を考慮

し決定します。 
 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
施設に求められる性能が低下する前に機能診断を行い、診断結果に基づく補修、補強

を行う予防保全対策を実施することで、トータルコストの縮減、平準化を目指します。 
維持管理に当たっては、施設の機能を最良の状態に保持するため、必要な改良及び機

械、電気、その他の修理は時機を逸することなく実施します。 
 業務の改善として効率化、維持管理要領の検討、改善を把握しながら処理機能の維持

向上を図ります。 
③ 安全確保の実施方針  
点検等により処理に支障がでると判断された場合には、緊急的な修繕を実施するなど

必要な措置を講じます。 
安全管理体制による整備及び設備の作業環境を考慮し施設を運営します。 
 
④ 耐震化の実施方針  
処理場機能に直接影響を及ぼさない土木・建築の資産の更新及び耐震化対策について

は、同時施工により効率的な事業の実施、並びに、事業費の抑制が期待できることを考

慮し、各施設における機械・電気設備の更新時期にあわせて工事を行います。 
⑤ 長寿命化の実施方針  
予防保全型の維持管理を行い、施設の機能低下を抑制し、長期にわたる適正な運転の

維持を目指すとともに、計画的な延命化対策の実施により、施設の長寿命化を図ります。 
 
【策定予定】みずほクリーンセンター 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
北吉城クリーンセンターは平成９年度、みずほクリーンセンター（汚泥再生処理施設）

は平成 15年度に稼動し、し尿処理（汚泥再生処理）を行っています。 
下水道の普及と人口減少等により両施設の搬入量（処理量）が減少してきているとと

もに、施設の老朽化が進んでいます。また、施設機能の最適化と総量の最適化のため統

合を検討します。 
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（４）インフラ系施設（土木系施設） 

 

 

  

①点検・診断等の実施方針  
道路については、日常のパトロールにより点検を実施します。 
橋梁については、道路法の一部改正に伴い、５年に１度の定期的な点検を実施するこ

とにより、施設の健全性を保ちます。 
 
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
道路の舗装、斜面危険箇所については、従来の事後保全管理型の維持管理から、優先

順位を定め、財政状況を見極めながら予防保全型の維持管理に順次移行し、維持管理コ

ストの平準化や低減を目指します。 
橋梁については、点検により健全度を判定し、予防保全を行うことで、ライフサイク

ルの延長につなげ、コスト縮減を図ります。 
 
③ 安全確保の実施方針  
日常的なパトロールによる目視点検の中で、道路陥没箇所等を発見した場合、応急修

繕が可能となる体制を確保します。 
 
④ 耐震化の実施方針  
利用者の安全確保と災害時の避難路や輸送路を確保するため、災害時の避難路及び緊

急輸送道路に関係する橋梁について耐震化の検討を進めます。 
 
⑤ 長寿命化の実施方針  
飛騨市橋梁長寿命化計画に基づき、これまでの橋梁が壊れてから直す事後保全型の維

持管理から、橋梁の損傷がひどくなる前に補修する予防保全型の維持管理へ順次移行し

ます。これにより、大規模な補修工事となる前に軽微の処置で済ませ、維持管理コスト

の平準化や低減を目指します。 
 

【策定済】飛騨市橋梁長寿命化計画 
 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
将来の交通流動及び人口変動を予測し、特に人口減少が大きく見込まれる地域や、利

用者が限定的な路線については必要性について検討します。 
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（５）インフラ系施設（公園） 

 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
国土交通省「公園施設の安全点検に係る指針」及び「都市公園における遊具の安全確

保に関する指針」等に基づき、日常点検（パトロール）及び定期点検を実施します。ま

た、点検・修繕履歴等のデータを蓄積し、計画的、効果的な維持管理に努めます。 
②  維持管理・修繕・更新等の実施方針  
 原則、予防保全管理型を方針とし、健全度調査により危険度等のランク付けを行いな

がら計画的な維持修繕等を実施します。その判断基準等については、今後策定する公園

施設長寿命化計画に定めます。 
 日常点検や遊具の年次点検により、早急に修繕等が必要になった場合は、従来どおり

の事後保全管理型にて緊急的に使用停止や修繕等の処置を行います。 

③  安全確保の実施方針  
 通常利用のほか、災害時における屋外避難所としての利用を考慮し、トイレ、遊具等

の施設や樹木について、適切な点検及び維持管理による安全確保を図ります。 

④  耐震化の実施方針  
 公園内の旧耐震基準により建設された施設については、安全性の確保を再優先に耐震

化若しくは施設更新による安全確保を図ります。 
 
⑤  長寿命化の実施方針  
 これまでの事後保全管理型から予防保全管理型に転換し、計画的な補修等を行うこと

で施設の長寿命化を推進するとともに、ライフサイクルコストの縮減、維持管理費の平

準化を図ります。なお、施設の更新等については、今後策定する公園施設長寿命化計画

に基づき計画的に実施します。 
 
 【策定予定】都市公園長寿命化計画 
⑥ 統合や廃止の推進方針  

 都市公園条例に基づく１人当たりの公園面積を確保することを原則としますが、利用

頻度の少ない公園については、人口動向、住民ニーズ等をしっかり把握したうえで、近

隣・類似公園との機能統合や廃止について検討します。 
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（６）インフラ系施設（農林業施設） 

 

 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
農林業生産基盤施設の定期的なパトロール、第三者による計画的な点検と診断により

情報を蓄積し、施設の健全性を保ちます。 
 
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
農林業生産基盤施設として、点検・診断結果を踏まえ重要性に応じて効率的・計画的

に維持補修を実施します。 
また、点検・診断情報の蓄積から長期的な補修・更新時期の把握を行います。 
 
③ 安全確保の実施方針  
定期的なパトロール等により施設の機能を確保し、安全確保に努めます。 
また、有事の際に農林業生産基盤道路を迂回路として利用できるよう機能確保に努め

ます。 
 
④ 耐震化の実施方針  
農林業生産基盤施設の長寿命化を優先しますが、特に重要な施設については、耐震化

の検討を進めます。 
 

⑤ 長寿命化の実施方針  
農林業生産基盤施設点検・診断結果及び情報の蓄積により施設の重要性に応じてそれ

ぞれ効率的・計画的に長寿命化を図ります。 
 
【策定済】トンネル 
【策定予定】林道橋・農道橋・用排水路 
 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
用途や交通流動の変動により利用が大きく減少する路線、利用者が限定的な路線につ

いては必要性について検討します。 
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（７）インフラ系施設（上水道） 

 

 

① 点検・診断等の実施方針  
効率的に水道施設の機能維持が図れるよう、日常点検、定期点検（月例、半年、１年

等）及び法定点検などを適切に行っていきます。点検・診断等の実施結果を蓄積し管理

していきます。 
 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
 水道水の安定的な供給を図るため、アセットマネジメントを実践し適正な維持管理を

行います。 
取水量の低下や老朽化した基幹施設及び管路（石綿管含む）について、将来の水需要

予測、施設の重要度（防災拠点、代替性の有無等）、劣化状況等から更新の優先順位を

つけて、計画的に改修・更新を行っていきます。 
 
③ 安全確保の実施方針  
施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて、市民の安心・安全を確保します。 

 

④ 耐震化の実施方針  
災害拠点かどうか、基幹となる重要施設（代替性の有無等）かどうか等の視点から、

耐震化の優先順位をつけて計画的に、必要に応じた対策を講じます。また、更新時期と

併せて耐震化を図り、コストの縮減に努めます。 
 
⑤ 長寿命化の実施方針  
耐震性と耐久性の高い材料と工法で管路の更新事業を実施します。管路を除く水道施

設については、定期的な点検や診断及び修繕により、設備の長寿命化を図ります。 
 
【策定済】飛騨市水道ビジョン 

 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
施設機能の最適化と総量の最適化の実現に向け、品質、供給、財務の３つの視点で基

礎的な評価を実施し、近隣施設・類似施設の有無や防災対策、今後の人口動向や将来的

な需要などの視点を勘案した上で、施設を総合的に評価し、施設の集約化・複合化・統

廃合・転用・廃止も視野に入れた効率的・効果的な機能再編を計画的に推進します。 
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（８）インフラ系施設（下水道） 

 

  

① 点検・診断等の実施方針  
状態監視保全及び時間計画保全の資産については、定期的な温度や電流値確認などの

日常点検及び月例、半年、１年などの定期の分解修理や法定点検などを実施し、消耗品

や不良品の取替を行い、その結果を蓄積し、今後効率的に本施設の機能維持が図れるよ

う断続的に実施していきます。また、事後保全の資産については故障・異常時の状態結

果を同様に蓄積し管理していく予定です。 
 
② 維持管理・修繕・更新等の実施方針  
「下水道長寿命化支援制度に関する手続き」（国道交通省）に基づく点検調査結果（健

全度判定結果）により、点検調査年から７年内に健全度が 2.0以下となる場合、また健

全度が 2.1以上でも主要機器と同時更新した方が効率的な場合は改築（全部）を行う方

針で計画的な改築を検討します。 
 
③ 安全確保の実施方針  
施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて、市民の安心・安全を確保します。 

④ 耐震化の実施方針  
処理場機能に直接影響を及ぼさない土木・建築の資産の更新及び耐震化対策について

は、同時施工により効率的な事業の実施、並びに、事業費の抑制が期待できることを考

慮し、各施設における機械・電気設備の更新時期にあわせて工事を行います。 
 
⑤ 長寿命化の実施方針  
下水道施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき「長寿命化対策」に係る計画を 

策定し、計画に基づいた長寿命化対策を行います。 
 
 【策定済】農業集落排水処理施設最適整備構想 
      飛騨市古川浄化センター長寿命化計画 
⑥ 統合や廃止の推進方針  
施設機能の最適化と総量の最適化の実現に向け、品質、供給、財務の３つの視点で基

礎的な評価を実施し、近隣施設・類似施設の有無や防災対策、今後の人口動向や将来的

な需要などの視点を勘案した上で、施設を総合的に施設評価し、施設の集約化・複合化・

統廃合・転用・廃止も視野に入れた効率的・効果的な機能再編を計画的に推進します。 
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